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令和５年度事業計画書 

 

 

新型コロナウィルス感染症流行による当センター経営への打撃からの回復を

目指す、現「中期経営計画」の収支相償の目標は、各般の経営改善策の成果によ

り、令和４年度で概ね達成される見込みである。その一方、近年にないレベルの

物価高や人件費の上昇に伴う管理コストの増大が避けられないという新たな事

態にも直面している。 

これらを踏まえ、令和５年度は、引き続き徹底した自転車等駐車場（以下「駐

輪場という。）運営の合理化施策や利用促進策を継続しつつも、「新型コロナウィ

ルス感染症流行の影響への対応」に終始するというステージを脱却し、次の時代

を見据え、IT 化や多様化する自転車利用への対応等に注力し、新たな展開に向

けた取組を強化することとする。 

 

 具体的には、令和５年度は、次のような取組を積極的に行うこととする。 

１． IT 化・キャッシュレス化・機械化の推進 

① web 上で定期利用の申込から支払まで行う利用者サービスであるＣＹＰＳ

（サイプス：Cycle Park web Service）のシステムを更に拡充（自動ゲート

式駐輪場に導入し一時利用にも対応可能とする等）し、このために必要なア

プリケーション開発を完成させるとともに、オペレーション体制を整え、規

模の大小など、多様な駐輪場への積極的展開を図る。さらに、他の主体が管

理する有人定期利用駐輪場における需要を探索する。 
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② 一時利用のキャッシュレス化について、交通系 IC カード、クレジットカー

ド対応に加え、QRコード決済の広がりに応じた支払手段の拡大、複数手段へ

の一括対応の取組を更に進める。なお、令和６年度から流通が始まる新紙幣

に対応した定期更新機・精算機の改修を契機とし、この際可及的にキャッシ

ュレス決済への誘導を強化する。 

③ 高性能カメラやインターホンを活用した遠隔集中対応（人力と機械力のハイ

ブリッド管理）システムの導入など、無人時の不正利用を抑止しつつ、各駐

輪場の状況に応じた的確な機械化とこれに応じた省人化を進める。 

④ 駐輪場照明のＬＥＤ化（ＬＥＤ照明灯具への改修に加え、蛍光照明灯具にも

装着可能な直管型ＬＥＤ灯に取替）を進め、電力使用量の一層の削減を図る。 

⑤ 駐輪機器の開発製造者との連携・協働を強化する。現実に稼働している機材

の実地の性能や保守履歴等に関する技術情報の蓄積と開発側へのフィード

バックを行うとともに、取扱いの利便性、省エネルギー性、静音性、保守の

容易性等に優れた新たな製品の情報を収集し、新たな需要に応じて協働して

開発し、積極的に採用する等先端的な機材の活用に取り組む。 

 

２． 多様化・変化する自転車利用等への対応 

① 最近の利用実態の変化（在宅勤務の定着等に伴う定期利用から一時利用への

シフト）や自治体の駐輪施策における来街者重視の動きを踏まえ、駐輪施設

の有効利用の観点から、定期利用駐輪定数の一時利用への振替とその利用の

促進を的確に進めるとともに、一時利用を重視した施設等の改良（視認性に

すぐれたサインや案内標識、web を活用した満空案内等）を重点的に行う。 

② 利用者のニーズや軽車両に関する制度見直しに的確に対応し、需要の増加し
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ている大型車優先の駐車スペース拡充、バイク（中型・大型）の受入れ促進、

電動キックボードの受入れを可能とするなどきめ細かい駐輪場サービスの

提供を機動的に行う。 

③ 駐輪場周辺の塾、医療機関など、施設利用者の駐輪需要のある法人への営業

を強めるとともに、空き区画を事業者の負担でシェアサイクルポートとして

活用するなど、新たな需要の開拓に積極的に取り組む。 

 

３．利用料金の適正化 

① 従来の比較的均一的画一的な料金設定が施設利用の偏りを生んでいること

にかんがみ、駅からの距離や立体駐輪場における階層による利用率の違い等

を踏まえ、地方公共団体と協議し、施設の立地・構造や駐輪需要に応じ、適

正な利用料金の体系的見直しを進め、施設利用の平準化と混雑の著しい駐輪

場の利用環境の向上を図る。 

② 車両の大型化に応じ、これに応じた規格の専用区画の設定に併せ、公平性の

見地等から、利用のしやすさ及び占用面積の増に応じた料金差を設けること

について、検討を進める。 

③ 一時的なものでなく、今後中長期的に継続すると見込まれ、合理化策、利用

促進策を講じても、吸収しきれない経常的管理コストや建設コストの増大に

ついては、利用料金に転嫁せざるを得ないことについて、関係各方面の理解

を得ることを目指す。このため、当センターが担う中長期的ないし地域的な

リスクの分散、資金の有効利用の必要性と併せ、総体的な駐輪場運営状況に

関する的確な情報提供に努める。 
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４．駐輪場の建設・改修 

① 令和５年度の新規建設規模は、需要調査、関係自治体の要望等を踏まえ、別

表１のとおり約４，０００台を計画する。 

② 引き続き駐輪需要の旺盛なエリアで空閑地の活用等による新規駐輪場建設

プロジェクトを開拓するとともに、建設・管理運営から次の大規模改修まで

駐輪場の投資サイクルをトータルにサポートする当センターの強みの評価

を得て、既存施設の管理期限延長や大規模改修に向けた新規受託等に取り組

む。 

③ 自治体所有の施設の老朽化や機械化の遅れなど、様々な課題に対応し、当セ

ンターが管理運営を行う中で自治体所有の施設の改良事業等を行う RO 方

式、エリア内の施設を面的・包括的に改修する方式、指定管理期間中に大規

模改修の計画立案を行う方式等、多様な整備手法を提供する。 

④ 令和５年度の大規模修繕事業は、約１億円を見込む。 

⑤ 駐輪施設の建設・改修の計画・設計に当たっては、１・２に掲げたような駐

輪利用や管理形態の変化などを十分に取り入れ、利用や管理のしやすさ、利

用率向上のための創意工夫を加えたものとする。 

 

５． 質の高い駐輪場の管理 

① 令和５年度当初時点で管理運営を行う駐輪場は、別表２のとおり、当センタ

ーで設置し管理運営する駐輪場が６７8 箇所約４０万５千台、指定管理者と

しての指定等により地方公共団体から管理を受託した駐輪場が４６箇所約

３万８千台の合計７２４箇所約４４万３千台となる。 

② 引き続き、管理主任による巡回、マイ・サイクルパーク活動（職員全員が分
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担して当センター管理の駐輪場を訪問し、女性や若者の視点も入れ改善案等

を提案）により、小まめな節電、二段ラック利用の上下平準化（あらかじめ

上段を下げておき利用を誘導する等）、接客上の配慮、個人情報や現金の確

実な取扱い、景観の整備等、管理協力会社と一体となって、管理品質の向上

に努める。 

③ 利用環境の改善や利用の促進、費用の節減等、後年度にも収支改善効果があ

ると見込まれる支出項目については、コスト縮減に留意しつつ、単年度の収

支相償の枠には必ずしもとらわれず、積極的に取り組む。 

④ 駐輪場管理員の高齢化や、人手不足の中、求人が困難となっているエリアが

あること、今後の雇用市場の動向も念頭に、管理協力会社に対し、女性の活

用やそのための環境整備を促す。 

⑤ 駐輪場表示等において「CYCLE PARK」マークの認知度向上を図り、ブラ

ンドの確立を図る。 

 

６．調査研究、広報活動等 

① 自転車や新たなパーソナルモビリティの総合的な利活用推進のあり方につ

いて調査研究を進めるとともに、成果の情報発信に努める。 

② 近年、当センターにおいて、単体の駐輪場を超え、地域内の駐輪場の包括的・

一体的な運営の改善と利用環境の向上を図るプロジェクトの経験が蓄積し

てきていることを踏まえ、こうした事例の分析やまちづくり等の観点からの

知見を一層高め、自治体の課題に応じた情報提供、更にはコンサルティング

機能を充実することを目指す。その際、需要密度の低いエリアにおける中小

規模・低コストの駐輪場運営モデルを重視して追求する。 
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③ 令和 2 年 7 月をもって当面休止とした引き取り手のない撤去自転車の海外

への無償供与の再開については、引き続き、日本国内・海外現地の新型コロ

ナウィルス流行の沈静化と、当センターの財務状況の十分な健全化を見極め、

慎重に判断を行うこととする。 

④ ＣＹＰＳの進展に合わせ、ＣＹＰＳ専用のホームページの充実化など、より

一層利用者の利便性の向上とともに利用者や自治体向けの情報提供の充実

を図る。 
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別表１ 
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別表２ 

 

 


